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表紙

会社の新株予約権等に関する事項
会 計 監 査 人 の 状 況
業 務 の 適 正 を 確 保 す る た め の 体 制
（ 内 部 統 制 シ ス テ ム ） 及 び 当 該
体 制 の 運 用 状 況 の 概 要
連 結 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書
連 結 注 記 表
株 主 資 本 等 変 動 計 算 書
個 別 注 記 表

＊本内容は、法令及び当社定款第16条の規定に基づき、インターネット上の
当社ウェブサイト（https://www.luckland.co.jp）に掲載することにより、
ご提供しているものであります。

(証券コード 9612)
2022年３月15日

株主各位

法令及び定款に基づくインターネット開示事項

第52期（2021年１月１日～2021年12月31日）
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会社の株式等に関する事項

第４回新株予約権 第６回新株予約権
発行決議日 2016年３月18日 2020年４月30日
新株予約権の数 1,910個　 8,754個　新株予約権の目的となる
株式の種類と数

普通株式 191,000株
(新株予約権１個につき 100株)　

普通株式 875,400株
(新株予約権１個につき 100株)　新株予約権の払込金額 新株予約権１個当たり 2,856円　 新株予約権１個当たり 100円　新株予約権の行使に際して出資さ

れる財産の価額
新株予約権１個当たり 147,700円

(１株当たり 1,477円)　
新株予約権１個当たり 205,700円

(１株当たり 2,057円)　
権利行使期間 2017年４月１日から

2022年３月31日まで
2020年５月22日から
2026年３月31日まで

行使の条件 （注）1 （注）2

役員の
保有状況

取締役
(監査等委員を除く)

新株予約権の数 1,575個
目的となる株式数 157,500株
保有者数 2名　

新株予約権の数 5,750個
目的となる株式数 575,000株
保有者数 5名　

取締役
(監査等委員)

新株予約権の数 －個
目的となる株式数 －株
保有者数 －名　

新株予約権の数 60個
目的となる株式数 6,000株
保有者数 2名　

会社の新株予約権等に関する事項
　①当事業年度の末日において当社役員が職務執行の対価として保有している新株予約権等の状況

(注) 1．第４回新株予約権の行使の条件については、以下のとおりであります。
1) 新株予約権者は、2016年12月期及び2017年12月期の各事業年度に係る当社が提出した有価証券報告書に記載される監査

済みの当社連結損益計算書において、経常利益と親会社株主に帰属する当期純利益が次の各号に掲げる条件を満たしている
場合に、割当てを受けた本新株予約権のうち当該各号に掲げる割合を限度として本新株予約権を行使することができる。
(a) 2016年12月期の経常利益が1,000百万円以上、又は親会社株主に帰属する当期純利益が636百万円以上の場合

新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の１/２を2017年４月１日から2022年３月31日までの期間に行使
することができる。

(b) 2017年12月期の経常利益が1,200百万円以上、又は親会社株主に帰属する当期純利益が710百万円以上の場合
新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の１/２を2018年４月１日から2022年３月31日までの期間に行使
することができる。

2) その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
 2．第６回新株予約権の行使の条件については、以下のとおりであります。

1) 新株予約権者は、次に掲げる(a)乃至(c)いずれかの条件が成就した場合に、本新株予約権を行使することができる。
(a) 2020年12月期の連結営業利益が1,200百万円以上の場合
(b) 2020年12月期の親会社株主に帰属する当期純利益が600百万円以上の場合
(c) 2021年12月31日までに東京証券取引所における当社普通株式の普通取引終値が一度でも2,395円以上となった場合

なお、上記の連結営業利益及び親会社株主に帰属する当期純利益の判定においては、当社の有価証券報告書に記載さ
れた連結損益計算書（連結損益計算書を作成していない場合は損益計算書）における営業利益及び親会社株主に帰属
する当期純利益の数値を用いるものとし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があ
った場合には、別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めるものとする。

2) 上記1)の条件達成にかかわらず、割当日から本新株予約権の行使期間の終期に至るまでの間に東京証券取引所における当社
普通株式の普通取式終値が５営業日連続で行使価額に50%を乗じた価格を下回った場合、新株予約権者は残存するすべて
の本新株予約権を行使期間の満期日までに行使しなければならないものとする。ただし、次に掲げる場合に該当するときは
この限りではない。
(a) 当社の開示情報に重大な虚偽が含まれることが判明した場合
(b) 当社が法令や金融商品取引所の規則に従って開示すべき重要な事実を適正に開示していなかったことが判明した場合
(c) 当社が上場廃止となったり、倒産したり、その他本新株予約権発行日において前提とされていた事情に大きな変更が生

じた場合
(d) その他、当社が新株予約権者の信頼を著しく害すると客観的に認められる行為をなした場合

3) その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。

－ 1 －
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会社の株式等に関する事項

　②当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交付した新株予約権等の状況
　　該当事項はありません。

③その他当社の新株予約権等に関する重要な事項
　該当事項はありません。

－ 2 －
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会計監査人の状況

支払額（単位：千円）
当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 34,000

当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 34,000

会計監査人の状況
(1) 名称　ＰｗＣ京都監査法人

(2) 報酬等の額

(注) 1. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分し
ておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

2. 当社の重要な子会社のうち在外子会社については、当社の会計監査人以外の監査法人（外国におけるこの資格に相当する資格を有す
る者を含む）の監査を受けております。

(3) 会計監査人の報酬等に監査等委員会が同意した理由
　監査等委員会は、連結対象子会社の増加を考慮のうえ、会計監査人による監査計画・監査実施体制の内容及
び定期的な会合等を通じた業務執行状況の確認を行い、その結果を踏まえ、報酬の算出根拠等を検討し、監査
報酬額が適正であると判断し同意いたしております。

(4) 非監査業務の内容
　当社は、会計監査人に対して、公認会計士法第２条第１項の業務以外の業務（非監査業務）を委託しており
ません。

(5) 会計監査人の解任又は不再任の決定方針
① 監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められる場合
は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定し
た監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理
由を報告いたします。

② 監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要性があると判断した場合は、
株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会は当該決定に
基づき当該議案を株主総会に提出いたします。

(注) 本事業報告中の記載金額は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。

－ 3 －
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業務の適正を確保するための体制（内部統制システム）及び当該体制の運用状況

業務の適正を確保するための体制（内部統制システム）及び当該体制の
運用状況の概要
(1) 当社及び子会社の取締役及び従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保

するための体制
　当社及び子会社は、社会の一員である法人企業として、法令遵守及び倫理維持（コンプライアンス）の徹底
は、存続上、極めて重要な経営課題と認識しており、すべての取締役及び従業員が公正で高い倫理観に基づい
て行動し、社会から信頼される経営体制の確立に努めております。
①当社及び子会社のすべての取締役及び従業員の職務の執行が法令及び定款に適合し、かつ社会的責任及び
企業倫理を果たすため、「ラックランドクレド（信条）」を定め、すべての取締役及び従業員がそれを常
時携帯しその精神を浸透させることにより、透明な企業風土の構築に努めております。

②これらの体制を監視し、見直し、改善することを目的に、コンプライアンス・リスク管理規程を制定し、
当社の代表取締役社長を委員長とするコンプライアンス・リスク管理委員会を通じ、横断的なコンプライ
アンス体制の強化に努めます。

③当社及び子会社のコンプライアンスに関する通報・相談窓口として当社の社長直轄の内部監査室を設置
し、その任に当たっては通報（相談）者の保護の徹底を図ります。なお、通報（相談）の内容に応じて、
社内外の機関（顧問弁護士、公認会計士、監査等委員会、取締役、管理本部長等）と協議して適切な対応
を図ります。

④内部監査室は、定期的に実施する内部監査を通じて、当社及び子会社における業務活動及び諸制度（社内
規程等）が適法かつ適正妥当に遂行されているかを監査し、監査結果を当社代表取締役社長のみならず、
適宜取締役会や監査等委員会へ直接報告したうえで、当社の被監査部門及び子会社の代表取締役への監査
結果通知、並びに対策・改善指示を行い、対策・改善状況についての調査・確認によりコンプライアンス
体制の強化を図ります。なお、コンプライアンス・リスク管理委員長たる当社代表取締役社長は、監査結
果が重要であると判断した場合は、コンプライアンス・リスク管理委員会を招集し速やかに対処し、再発
防止策を策定します。

⑤監査等委員会は、上記④の内部監査室による監査結果や対策・改善状況等及びコンプライアンス・リスク
委員会による再発防止策等について報告を受け、必要に応じて、具体的な指示や助言を行います。

－ 4 －
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業務の適正を確保するための体制（内部統制システム）及び当該体制の運用状況

(2) 当社の取締役（監査等委員である取締役を除く）の職務の執行に係る情報の保存及び管
理に関する体制及び子会社の取締役の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体
制
①当社及び子会社の取締役は、その職務の執行に係る以下の文書その他の重要な情報を、社内規程に基づ
き、それぞれの担当職務に従い適切に保存及び管理を行います。
ａ. 株主総会議事録と関連資料
ｂ. 取締役会議事録と関連資料
ｃ. 取締役が主催するその他の重要な社内会議の議事の経過の記録又は指示事項と関連資料
ｄ. 取締役（監査等委員である取締役を除く）あるいは執行役員（従業員資格）を決裁者とする決裁書類
及び付属書類

ｅ. その他取締役（監査等委員である取締役を除く）の職務の執行に関する重要な文書
②子会社の取締役は、関係会社管理規程の定めに基づき、職務執行に係る事項等を報告し、必要に応じて子
会社における取締役会議事録等の写しを当社に提出します。

③上記①の文書に係る保存及び管理の責任者として、当社は管理本部長、子会社は代表取締役を任命しま
す。当社及び子会社の各責任者は、これらの文書を法令及び文書取扱規程等に基づき定められた期間保管
するとともに、当社の取締役（監査等委員である取締役を除く）、監査等委員会からの閲覧要請に速やか
に対応できる体制を整備します。

(3) 当社及び子会社における損失の危険の管理に関する規程その他の体制
　当社及び子会社は、様々な損失の危険（リスク）に対して、危険の大小や発生可能性に応じ、事前の適切な
対応策の準備等により、損失の危険を最小限にすべく組織的な対応を図ります。
①これらの体制を監視し、見直し、改善することを目的に、コンプライアンス・リスク管理規程を制定し、
事業上のリスク管理体制を定め、常時リスクに対する意識の向上に努めます。

②当社の代表取締役社長を委員長とするコンプライアンス・リスク管理委員会を設置し、当社及び子会社の
社内外で想定される潜在リスクを整理し、未然の対策を推進し、当社及び子会社の一層のリスク管理体制
の強化を図ります。

③当社の内部監査室は、定期的に実施する内部監査を通じて、当社及び子会社におけるリスクの管理状況を
監査し、調査結果あるいは監査結果を当社代表取締役社長のみならず、適宜取締役会や監査等委員会へ直
接報告したうえで、当社は被監査部門へ、子会社は代表取締役へ監査結果通知並びに対策・改善指示を行
い、対策・改善状況についての調査・確認によりリスク管理体制の強化を図ります。なお、当社代表取締
役たるコンプライアンス・リスク管理委員長は調査結果あるいは監査結果が重要であると判断した場合
は、当社の取締役会及び監査等委員会に報告をし、その内容に応じて顧問弁護士、公認会計士等と協議し
て適切な対応を図ります。

－ 5 －
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業務の適正を確保するための体制（内部統制システム）及び当該体制の運用状況

(4) 当社及び子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
　当社及び子会社の取締役は、グループの経営基本方針に基づき策定した連結年度計画及び連結中期経営計画
の達成のために行動し、各社の管掌部門が当初の予定どおりに進捗しているか確認をし、取締役会等の重要な
社内会議に報告をします。
　なお、その職務の執行に関しては、職務権限規程、業務分掌規程や関係会社管理規程等に基づき権限の委譲
を行っております。さらに、取締役会規則により定められている事項及びその付議基準に該当する事項につい
ては、すべて取締役会に付議することを遵守し、その際には事前に議題に関する十分な資料を取締役及び従業
員に配布する体制を整備します。

(5) 当社及び関係会社から成る企業グループにおける業務の適正を確保するための体制
①原則として、当社の取締役及び従業員が関係会社の取締役もしくは監査役として就任し、関係会社におけ
る業務の適正性を監視できる体制を整備します。

②関係会社の事業の円滑化と管理の適正化を目的として関係会社管理規程を定め、当該規程に則り関係会社
の取締役等は、関係会社の業務及び取締役等の職務の執行状況を定期的に当社の取締役会等へ報告をしま
す。

③当社企業グループのコンプライアンス及びリスク管理体制を確立し適切に運用することを目的としてコン
プライアンス・リスク管理規程を定め、当該規程に則り当社代表取締役社長を委員長とし関係会社の役員
を実施責任者としてコンプライアンス・リスク管理委員会を設置し、当社企業グループの横断的なコンプ
ライアンス体制及びリスク管理体制の整備を図ります。

(6) 監査等委員会がその職務を補助すべき従業員を置くことに関する事項及び当該従業員の
取締役（監査等委員である取締役を除く）からの独立性並びに当該従業員に対する指示
の実効性の確保に関する事項

　監査等委員会は、内部監査室と緊密な連携が保持される体制を整備し、職務執行の効率性及び実効性を高め
ます。
　また、監査等委員会は必要に応じて、取締役会にその職務を補助すべき従業員を置くことを要請することが
でき、取締役会は監査等委員会と協議のうえ、速やかに必要な人員を配置します。なお、当該従業員は監査等
委員会スタッフ業務に関して監査等委員会の指揮命令下に置くものとします。その場合、取締役会は、当該従
業員の人事について任命、異動、評価、賃金等の問題も含め、監査等委員会と事前に協議を行い、同意を得た
うえで決定するものとし、取締役会からの独立性を確保します。
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業務の適正を確保するための体制（内部統制システム）及び当該体制の運用状況

(7) 取締役（監査等委員である取締役を除く）及び従業員が監査等委員会に報告するための
体制及び報告したことを理由として不利益な取扱いを受けないことを確保するための体
制
①原則として、監査等委員は重要な社内会議に出席します。当社及び子会社の取締役（監査等委員である取
締役を除く）及び執行役員（従業員資格）は、取締役会等の重要な社内会議において担当する業務の執行
状況の報告を行うとともに、会社の重要事項については監査等委員会に都度速やかに報告を行います。

②当社及び子会社の取締役（監査等委員である取締役を除く）及び従業員は、当社又は子会社に著しい損害
を及ぼすおそれのある事実や重大な違反行為を発見したとき、速やかに当社の監査等委員会に報告します。
③当社及び子会社の取締役（監査等委員である取締役を除く）及び従業員は、監査等委員会の要請に応じ
て、必要な報告及び情報提供を行います。

④内部通報制度運用規程を制定し、当社の内部監査室長を受付者とする当社及び子会社の共通の内部通報窓
口を設置し、適切な運用管理を通じ、法令違反その他コンプライアンス上の問題について、監査等委員会
への迅速な報告体制を整備します。

⑤子会社の取締役及び従業員は、上記④の内部通報窓口の利用のほか、当社及び子会社の取締役、従業員の
コンプライアンス違反等について、監査等委員会へ直接に報告を行うことができます。

⑥上記の報告をした者に対して、当該報告をしたことを理由として、いかなる不利益な取扱いもしてはなら
ないものとします。内部通報制度運用規程において内部通報等をしたことを理由として、いかなる不利益
な取扱いもしてはならないことを規定し適切な運用を行います。

(8) その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
①監査等委員会の監査業務の実施に当たり必要と認める場合、監査等委員は自らの判断で、弁護士、公認会
計士その他外部アドバイザーを活用することができる体制をとっております。

②監査等委員から職務執行について生じた費用等の前払い又は償還等の請求があった場合には、当該請求に
係る費用が監査等委員会の職務執行に必要でないと明らかに認められる場合を除き、所定の手続きに従
い、これに応じるものとします。

(9) 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
　当社は、社会の一員である法人企業として、反社会的勢力の排除に向け、すべての取締役及び従業員が、公
正で高い倫理観に基づいて行動し、社会から信頼される経営体制の確立に努めております。この方針の下、反
社会的勢力と関わることはいかなる形であっても絶対にあってはならないと認識し、「社会の秩序や安全に脅
威を与える反社会的勢力に対し、毅然とした態度で対応し、いかなる名目の利益供与も行わない」ことを行動
指針として掲げております。具体的には、所轄の警察署を主導とする地区の企業を対象とした、新宿地区特殊
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暴力防止対策協議会に入会し、不当要求等の反社会的勢力の動向、対処方法について学び、反社会的勢力排除
に向け、積極的に取り組んでいます。また、実際に事柄が起きた場合には、すぐに所轄の警察署へ連絡・相談
を行い、警察署指導の下、対処をする体制を整備しています。
　また、当社及び子会社は統一の「コンプライアンス・マニュアル」を作成し、企業活動上の各取引等に際し
て、相手先が反社会的勢力ではない、関係を持たないことを確認するとともに、「不当要求に対する対応マニ
ュアル」を整備し、反社会的勢力の徹底的な排除に取り組んでいます。

(10) 業務の適正を確保するための体制の運用状況
　当事業年度における当社の業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は、以下のとおりであります。
　なお当社の機関設計は、第46回定時株主総会における定款変更決議に基づき、取締役会の監査・監督機能
の強化により経営の公正性・透明性を確保し、コーポレートガバナンスを一層強化しつつ経営の迅速性・機動
性を向上させるために、2016年3月30日付で監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行いたしまし
た。
①コンプライアンスについて
　当社は、当社及び当社グループ各社のすべての取締役及び従業員に対し、その階層に応じて社内研修での
教育及び各種の会議体での説明を行い、法令及び定款を遵守するための取組みを継続的に行っております。
②リスク管理体制について
　当社は内部通報制度運用規程により内部通報等に関する体制を整備しており、当社グループ各社もこの内
部通報制度を利用することでコンプライアンスの実効性向上に努めており、経営における重大な損失、不利
益等を最小限にするための体制の維持に努めております。
③取締役の職務執行について
　取締役会を毎月開催し、法令や定款等に定められた事項や経営に関する重要事項を決定するとともに、月
次で業績の分析・評価を行い、法令や定款等の適合性と業務の適正性の観点から種々の審議を行っておりま
す。
④内部監査の実施について
ａ. 内部監査室にて、社内各部署及び当社グループ各社が、法令、定款、社会規範、社内規程、並びに業
界団体の定めるガイドライン等に従い適正な企業活動を行っているか、また、業務フローにおいて適
切な牽制が働いているか否かを、監査等委員会との相互協力のうえ、関係書類の閲覧及び実地調査を
しております。

ｂ. 内部監査室は、内部監査活動計画に基づき、当社の各部門及び当社グループ各社の業務監査、内部統
制監査を実施、内部監査報告書を作成し、代表取締役及び監査等委員会に対し報告を行っておりま
す。
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⑤監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制について
ａ. 各監査等委員は、取締役会及び重要な経営会議等への出席により、必要な場合は意見を述べることで
監査業務の有効性の確保に努めております。

ｂ. 監査等委員会は、監査等委員会において定めた監査計画に基づき内部監査室と連携して当社グループ
各社を含め監査を実施しております。
また、内部監査室、会計監査人との意見交換・情報交換等を通じて、情報の共有と連携の強化を図っ
ております。

ｃ. 監査等委員の職務の執行に必要な費用については、監査等委員の請求に基づき、これを会社が負担す
る体制ができております。

⑥グループ管理体制について
ａ. 子会社の経営管理につきましては、「関係会社管理規程」を定め、当社の総務部長が子会社から報告
及び相談を受け、重要な事項については当社の取締役会へ諮る体制を整えております。

ｂ. 子会社の業務執行状況を把握するため、必要に応じて子会社に当社の取締役及び従業員を派遣又は出
向させるほか、月次で子会社の財務状況やその他の状況を報告させ、当社の総務部が取締役会等へ適
宜報告しております。

ｃ. 年次決算については毎年、子会社の責任者が当社の取締役会等へ直接報告する機会も設けておりま
す。また、業務の適正を確保するために、当社の内部監査室が定期的に子会社の業務監査を実施して
おります。
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連結株主資本等変動計算書

第52期（自　2021年１月１日　至　2021年12月31日） (単位：千円)

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 3,341,081 3,540,945 2,483,457 △256,239 9,109,245

当期変動額
新株の発行
（新株予約権の行使） 132,136 132,136 264,272

剰余金の配当 △239,909 △239,909
親会社株主に帰属する
当期純損失（△） △120,264 △120,264

自己株式の取得 △57 △57
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当期変動額合計 132,136 132,136 △360,173 △57 △95,958

当期末残高 3,473,218 3,673,082 2,123,284 △256,297 9,013,287

その他の包括利益累計額
新株予約権 非 支 配

株主持分 純資産合計その他有価証
券評価差額金

為替換算
調整勘定

その他の包括
利益累計額合計

当期首残高 580,891 △14,032 566,858 6,921 27,344 9,710,369
当期変動額
新株の発行
（新株予約権の行使） 264,272

剰余金の配当 △239,909
親会社株主に帰属する
当期純損失（△） △120,264

自己株式の取得 △57
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） 3,828 △7,078 △3,249 △591 4,100 259

当期変動額合計 3,828 △7,078 △3,249 △591 4,100 △95,698
当期末残高 584,719 △21,110 563,609 6,330 31,444 9,614,671

連結株主資本等変動計算書
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連結注記表

連　結　注　記　表
連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等

１．連結の範囲に関する事項
すべての子会社を連結しております。
連結子会社の数　　　　　　27社
主要な連結子会社の名称　　株式会社ケークリエイト

ニイクラ電工株式会社
光電機産業株式会社
マッハ機器株式会社
エースセンター株式会社
株式会社木戸設備工業
協和電設株式会社
静清装備株式会社
光立興業株式会社
大阪エアコン株式会社
オーエイテクノ株式会社
日本ピー・アイ株式会社
墨東建材工業株式会社
株式会社環境装備エヌ・エス・イー
株式会社ハイブリッドラボ
LUCKLAND ASIA PTE. LTD.
LUCKLAND(CAMBODIA) Co.Ltd.
LUCKLAND MALAYSIA SDN. BHD.
LUCKLAND(THAILAND) CO.,LTD.
LUCKLAND VIET NAM CO.,LTD.
PT. LUCKLAND CONSTRUCTION INDONESIA
台灣樂地建築室內裝修股份有限公司
VIET BOKUTO CO., LTD
BK METAL CO., LTD

なお、当連結会計年度において、主要な連結の範囲はありません。

２．持分法の適用に関する事項
持分法適用範囲の変更

当連結会計年度において、株式会社ラックもっく工房の株式を売却したことに伴い、持分法の適用から除外しております。

３．連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しております。
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４．会計方針に関する事項
⑴　重要な資産の評価基準及び評価方法

①有価証券
　その他有価証券

　時価のあるもの
　決算日の市場価格等に基づく時価法を採用しております。
　（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法によっております。)

　時価のないもの
　移動平均法による原価法を採用しております。

②たな卸資産
商品・原材料・仕掛品

個別法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)を採用しておりま
す。

貯蔵品
最終仕入原価法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)を採用して
おります。

⑵　重要な減価償却資産の減価償却の方法
①有形固定資産(リース資産を除く）

レンタル器具
経済的、機能的な実情を勘案した合理的な耐用年数に基づいた定額法で処理しております。

レンタル器具以外
定率法を採用しております。
但し、1998年４月１日以降取得した建物（附属設備を除く。）並びに2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及
び構築物については、定額法を採用しております。
なお、耐用年数については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。

②無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づいております。

③リース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が2008年12月31日以前のリース取引について
は、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

④長期前払費用
定額法を採用しております。
なお、耐用年数については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。

⑶　重要な繰延資産の処理方法
社債発行費

支出時に全額費用処理をしております。
株式交付費

支出時に全額費用処理をしております。
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⑷　重要な引当金の計上基準
①貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別
に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

②賞与引当金
従業員の賞与の支給に備えるため、賞与支給見込額のうち当連結会計年度の負担額を計上しております。

③受注損失引当金
受注契約の損失に備えるため、当連結会計年度末の請負案件のうち損失の発生が見込まれ、かつその金額を合理的に見積も
ることが可能な請負案件については、翌連結会計年度以降に発生が見込まれる損失額を計上しております。

④役員退職慰労引当金
一部の連結子会社は役員の退職慰労金の支払に充当するため、役員との契約に基づく要支給額を計上しております。

⑸　退職給付に係る会計処理の方法
一部の連結子会社は従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務に基づき計上しております。
なお、退職給付債務は、簡便法（退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法）により計算しておりま
す。

⑹　重要な収益及び費用の計上基準
売上高及び売上原価の計上基準
①当連結会計年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる制作に係る請負案件

工事進行基準（請負案件の進捗率の見積りは原価比例法）
②その他の制作に係る請負案件

工事完成基準
なお、一部の子会社以外については工事進行基準の適用要件を満たす工事契約が存在しないため、当該会社の工事につい 
てはすべての工事について工事完成基準によっております。

⑺　のれんの償却方法及び償却期間
のれんの償却については、その効果の発現する期間を見積り、その期間で均等償却しております。

⑻　その他連結計算書類の作成のための重要な事項
消費税及び地方消費税の会計処理

税抜方式を採用しております。

表示方法の変更
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用

「会計上の見積りの開示に関する会計基準」（企業会計基準第31号　2020年３月31日）を当連結会計年度の年度末に係る連
結計算書類から適用し、連結計算書類に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。
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２. 有形固定資産の減価償却累計額 1,956,684千円

受取手形 86,647千円
支払手形 －千円

会計上の見積りに関する注記
1． のれんの減損損失の認識

当連結会計年度の連結貸借対照表の資産の部、固定資産、無形固定資産にのれん803,184千円を計上しております。
のれんの減損については、子会社において減損の兆候があると判断した場合には、子会社の事業計画に基づいて獲得する割引

前将来キャッシュ・フローの総額が、のれん及び固定資産の帳簿価額を上回るかどうかを検討し、その結果、獲得する割引前将
来キャッシュ・フローの総額がのれん及び固定資産の帳簿価額を上回っているため、当連結会計年度において損失を認識した子
会社はありません。

連結損益計算書、特別損失の「のれん償却額」は、会計制度委員会報告第7号「連結財務諸表における資本連結手続に関する実
務指針」（平成10年5月12日 日本公認会計士協会）第32項の規定に基づき、保有する関係会社出資金につき関係会社出資金評価
損を計上したことに伴って、のれんを償却したものであります。

なお、子会社の事業計画は不確実性を伴いますので、将来の不確実な経済条件の変動等により翌連結会計年度において損失が
発生する可能性があります。

2． 固定資産の減損
当連結会計年度の連結貸借対照表の資産の部、固定資産に有形固定資産4,421,470千円及び無形固定資産（のれんを除く）

299,943千円を計上しております。
当社グループは、固定資産の減損会計の適用にあたり、概ね独立したキャッシュ・フローを生み出す最小単位によって資産の

グルーピングを行っており、また、共用資産については、共用資産を含む、より大きな単位でグルーピングを行っております。
さらに、遊休資産については個別資産ごとにグルーピングを行っております。

各資産または各資産グループについて減損の兆候があると認められる場合には、それらから得られる割引前将来キャッシュ・
フローの総額が帳簿価額を下回った場合に減損損失の認識が必要になります。減損損失の認識が必要な場合、帳簿価額を回収可
能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として計上しますが、当連結会計年度に減損損失を認識した資産または各資産グルー
プはありません。

連結貸借対照表に関する注記
１. 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

３. 当連結会計年度の末日は金融機関が休業日でありましたが、当連結会計年度末日満期手形については満期日に決済が行われたも
のとして処理しております。
なお、当連結会計年度末日満期手形の金額は次のとおりであります。

４. 損失が見込まれる請負案件に係るたな卸資産と受注損失引当金は、相殺せずに両建てで表示しております。
損失の発生が見込まれる請負案件に係るたな卸資産のうち、受注損失引当金に対応する額は329千円（うち、仕掛品329千円）
であります。
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連結注記表

２. 売上原価に含まれている受注損失引当金 329千円

売上原価 18,504千円

株 式 の 種 類 当 連 結 会 計 年 度 期 首 株 式 数 当 連 結 会 計 年 度 増 加 株 式 数 当 連 結 会 計 年 度 減 少 株 式 数 当 連 結 会 計 年 度 末 株 式 数

普 通 株 式 9,709,400 132,600 － 9,842,000

合 計 9,709,400 132,600 － 9,842,000

⑴　株式の種類 普通株式
⑵　配当金の総額 143,844千円
⑶　１株当たり配当金額 15.00円
⑷　基準日 2020年12月31日
⑸　効力発生日 2021年3月31日

⑴　株式の種類 普通株式
⑵　配当金の総額 96,064千円
⑶　１株当たり配当金額 10.00円
⑷　基準日 2021年6月30日
⑸　効力発生日 2021年9月1日

⑴　株式の種類 普通株式
⑵　配当金の総額 145,833千円
⑶　１株当たり配当金額 15.00円
⑷　基準日 2021年12月31日
⑸　効力発生日 2022年３月31日

連結損益計算書に関する注記
１. 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

３. 通常の販売目的で保有するたな卸資産の収益性の低下による簿価切下額は次のとおりであります。

４. 特別損失の「のれん償却額」は、会計制度委員会報告第7号「連結財務諸表における資本連結手続に関する実務指針」（平成10
年5月12日 日本公認会計士協会）第32項の規定に基づき、保有する関係会社出資金につき関係会社出資金評価損を計上したこ
とに伴って、のれんを償却したものであります。

連結株主資本等変動計算書に関する注記
１. 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
２. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

（単位：株）

※普通株式の増加は、ストック・オプションの行使による新株の発行132,600株によるものであります。
３. 当連結会計年度中に行った剰余金の配当に関する事項

2021年3月30日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

2021年2月19日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

４. 当連結会計年度の末日後に行う剰余金の配当に関する事項
2022年3月30日開催の定時株主総会の議案として、配当に関する事項を次のとおり提案しております。
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連結注記表

普通株式 191,000株

普通株式 875,400株

５. 当連結会計年度末の新株予約権（権利行使期間の初日が到来していないものを除く。）の目的となる株式の種類及び数
2016年３月18日開催の取締役会決議によるストック・オプション

2020年４月30日開催の取締役会決議によるストック・オプション

金融商品に関する注記
１．金融商品の状況に関する事項

⑴　金融商品に対する取組方針
当社グループは、一時的な余資は短期的な預金等に限定した運用をし、また、短期的な運転資金を銀行借入により調達してお

ります。
なお、一部の連結子会社において、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により「新型コロナウイルス感染症特別貸付」を銀

行等金融機関から借入して資金を調達しております。
⑵　主な金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

営業債権である受取手形及び売掛金、長期売掛金、固定化営業債権は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに
関しては、当社グループの債権管理規程に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、毎月回収遅延債権の把握
及び対応の検討会議を開催し、回収懸念の早期把握や軽減を図っております。また、主な取引先の信用状況を原則１年ごとに把
握し、与信限度額を見直す体制としております。

投資有価証券は、市場価格のある株式は市場価格の変動リスクに、市場価格のない株式は投資先の信用リスクに晒されており
ますが、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、四半期ごとに各保有銘柄の時価又は実質価額並びに含み損益が取締役会
に報告されております。

当連結会計年度の連結決算日現在における最大信用リスク額は、信用リスクに晒される金融資産の貸借対照表価額により表わ
されています。

営業債務である支払手形及び買掛金、電子記録債務、前受金及び金銭債務である未払法人税等は、すべて１年以内の支払期日
であります。短期借入金、1年内償還予定の社債及び社債、1年内返済予定の長期借入金及び長期借入金は、運転資金に係る資
金調達であります。営業債務及び短期借入金、1年内償還予定の社債及び社債、1年内返済予定の長期借入金及び長期借入金
は、流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）に晒されておりますが、当社グループでは、各社が月次で資
金繰計画を作成し管理しております。法人税、住民税（都道府県民税及び市町村民税をいう。）及び事業税の未払額である未払
法人税等は、そのほぼ２ヶ月以内に納付期限が到来するものであります。

⑶　金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。

当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動すること
もあります。
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連結貸借対照表
計上額（千円） 時価（千円） 差額（千円）

　⑴　現金及び預金 6,529,439 6,529,439 －

　⑵　受取手形及び売掛金 5,817,667

　　　　貸倒引当金（※） －

5,817,667 5,817,667 －

　⑶　投資有価証券

　　　　その他有価証券 1,680,914 1,680,914 －

　⑷　長期売掛金 1,948,681

　　　　貸倒引当金（※） －
1,948,681 1,998,010 49,329

　⑸　固定化営業債権 6,724

　　　　貸倒引当金（※） △6,724

－ － －

　　資産計 15,976,703 16,026,032 49,329

　⑴　支払手形及び買掛金 5,160,832 5,160,832 －

　⑵　電子記録債務 1,774,671 1,774,671 －

　⑶　短期借入金 2,583,062 2,583,062 －

　⑷　１年内償還予定の社債 20,000 20,000 －

　⑸　1年内返済予定の長期借入金 936,124 936,124 －

　⑹　前受金 2,157,561 2,157,561 －

　⑺　未払法人税等 146,293 146,293 －

　⑻　社債 40,000 39,927 △72

　⑼　長期借入金 2,584,322 2,579,383 △4,938

　　負債計 15,402,867 15,397,856 △5,010

２．金融商品の時価等に関する事項
2021年12月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を

把握することが極めて困難と認められるものについては、次表には含めておりません((注)２．参照)。

　　（※）受取手形及び売掛金、長期売掛金、固定化営業債権については、貸倒引当金を控除しております。

（注）１．金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
資　産
⑴　現金及び預金

預金はすべて短期であるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
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区分 連結貸借対照表計上額（千円）

　非上場株式 16,219

1年以内
（千円）

1年超
5年以内
（千円）

5年超
10年以内
（千円）

10年超
（千円）

　現金及び預金 6,529,439 － － －

　受取手形及び売掛金 5,817,667 － － －

　長期売掛金 104,024 426,652 1,418,004 －

　固定化営業債権 － － － －

合計 12,451,131 426,652 1,418,004 －

⑵　受取手形及び売掛金
受取手形及び売掛金は、概ね短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価

額によっております。
⑶　投資有価証券

これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。
⑷　長期売掛金

長期売掛金は、主に国債の利回り等の指標による割引将来キャッシュ・フロー法を使って時価を算定しております。
⑸　固定化営業債権

固定化営業債権は、保証による回収見込額等に基づいて貸倒見積高を算定しているため、決算日における帳簿価額にほ
ぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

負　債
⑴支払手形及び買掛金、⑵電子記録債務、⑶短期借入金、⑷１年内償還予定の社債、⑸1年内返済予定の長期借入金、⑹前受
金、⑺未払法人税等

これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
す。

⑻社債、⑼長期借入金
固定金利によるものは、元利金の合計額を同様の契約・新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する

方法によっております。
長期借入金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映し、また、当社及び当社グループの信用状態は実

行後大きく異なっていないことから、時価は帳簿価額と近似していると考えられるため、当該帳簿価額によっておりま
す。

２．時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

　上記については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「資産⑶　投資有価証券」に
は含めておりません。

３．金銭債権等の連結決算日後の償還予定額

　　　　　固定化営業債権のうち、償還予定額が見込めない6,724千円は含めておりません。
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1年以内
（千円）

1年超
5年以内
（千円）

5年超
10年以内
（千円）

10年超
（千円）

　短期借入金 2,583,062 － － －

　1年内償還予定の社債 20,000 － － －

　1年内返済予定の長期借入金 936,124 － － －

　社債 － 40,000 － －

　長期借入金 － 2,474,994 109,328 －

合計 3,539,186 2,514,994 109,328 －

１．１株当たり純資産額 985円05銭
２．１株当たり当期純損失 △12円49銭

４．社債、長期借入金等の返済予定額

企業結合等関係に関する注記
該当事項はありません。

１株当たり情報に関する注記

重要な後発事象に関する注記
　該当事項はありません。
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株主資本等変動計算書

第52期（自　2021年１月１日　至　2021年12月31日） (単位：千円)

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本
合 計資本準備金 その他資本

剰 余 金
資本剰余金
合 計 利益準備金

その他利益
剰 余 金 利益剰余金

合 計繰越利益
剰 余 金

当期首残高 3,341,081 3,532,649 16,853 3,549,502 76,451 1,335,569 1,412,020 △256,239 8,046,365
当期変動額
新株の発行
（新株予約権の行使） 132,136 132,136 132,136 264,272

剰余金の配当 △239,909 △239,909 △239,909
当期純損失（△） △371,271 △371,271 △371,271
自己株式の取得 △57 △57
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

当期変動額合計 132,136 132,136 － 132,136 － △611,180 △611,180 △57 △346,965
当期末残高 3,473,218 3,664,785 16,853 3,681,639 76,451 724,388 800,840 △256,297 7,699,400

評価・換算差額等
新 株
予 約 権

純 資 産
合 計その他有価証券

評 価 差 額 金
評価・換算差額
等 合 計

当期首残高 580,754 580,754 6,921 8,634,041
当期変動額
新株の発行
（新株予約権の行使） 264,272

剰余金の配当 △239,909
当期純損失（△） △371,271
自己株式の取得 △57
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） 3,070 3,070 △591 2,479

当期変動額合計 3,070 3,070 △591 △344,486
当期末残高 583,824 583,824 6,330 8,289,555

株主資本等変動計算書

－ 20 －



2022/03/05 11:13:02 / 21818895_株式会社ラックランド_招集通知：Web開示

個別注記表

個　別　注　記　表
重要な会計方針に係る事項に関する注記

１．資産の評価基準及び評価方法
⑴　有価証券の評価基準及び評価方法

　　子会社株式及び関連会社株式
　移動平均法による原価法を採用しております。

　　その他有価証券
　時価のあるもの

　決算日の市場価格等に基づく時価法を採用しております。
　（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法によっております。）

　時価のないもの
　移動平均法による原価法を採用しております。

⑵　たな卸資産の評価基準及び評価方法
商品・原材料・仕掛品

個別法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)を採用しておりま
す。

貯蔵品
最終仕入原価法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)を採用して
おります。

２．固定資産の減価償却の方法
⑴　有形固定資産(リース資産を除く）

レンタル器具
経済的、機能的な実情を勘案した合理的な耐用年数に基づいた定額法で処理しております。

レンタル器具以外
定率法を採用しております。
ただし、1998年４月１日以降取得した建物（附属設備を除く。）並びに2016年４月１日以降に取得した建物附属設備
及び構築物については、定額法を採用しております。
なお、耐用年数については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。

⑵　無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づいております。

⑶　長期前払費用
定額法を採用しております。
なお、耐用年数については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。
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３．重要な繰延資産の処理方法
株式交付費

支出時に全額費用処理をしております。

４．引当金の計上基準
⑴　貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別
に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

⑵　賞与引当金
従業員の賞与の支給に備えるため、賞与支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。

⑶　受注損失引当金
受注契約の損失に備えるため、当事業年度末の請負案件のうち損失の発生が見込まれ、かつ、その金額を合理的に見積もる
ことが可能な請負案件については、翌事業年度以降に発生が見込まれる損失額を計上しております。

⑷　債務保証損失引当金
関係会社への債務保証に係る損失に備えるため、被保証者の財政状態等を勘案し、損失負担見込額を計上しております。

５．収益及び費用の計上基準
売上高及び売上原価の計上基準
①当事業年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる制作に係る請負案件

工事進行基準（請負案件の進捗率の見積りは原価比例法）
②その他の制作に係る請負案件

工事完成基準
なお、工事進行基準の適用要件を満たす工事契約が存在しないため、すべての工事について工事完成基準によっておりま 
す。

６．その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項
消費税及び地方消費税の会計処理

税抜方式を採用しております。
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表示方法の変更
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用

「会計上の見積りの開示に関する会計基準」（企業会計基準第31号　2020年３月31日）を当事業年度の年度末に係る計算書類
から適用し、計算書類に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。

会計上の見積りに関する注記
1. 関係会社株式、関係会社出資金の評価

当事業年度の貸借対照表の資産の部、固定資産、投資その他の資産に関係会社株式1,698,408千円、関係会社出資金0千円及び
損益計算書の特別損失に関係会社出資金評価損41,287千円を計上しております。

関係会社株式及び関係会社出資金の評価については、時価を把握することが極めて困難であることから、関係会社の財政状態
の悪化により実質価額が著しく低下したと判断したときには、回復可能性が十分な証拠によって裏付けられる場合を除いて相当
の減額処理を行うこととしており、当事業年度において関係会社出資金評価損41,287千円を計上した銘柄があります。

なお、回復可能性の検討は関係会社の事業計画に基づいて判断しており不確実性を伴いますので、将来の不確実な経済条件の
変動等により翌事業年度において損失が発生する可能性があります。

2. 関係会社への貸付金の評価
当事業年度の貸借対照表の資産の部、流動資産、その他の中に関係会社短期貸付金575,401千円及び固定資産、投資その他の

資産に関係会社長期貸付金1,773,566千円を計上しております。
貸倒懸念債権として区分された貸付金については財務内容評価法により経営状態、財政状態、事業計画の実現可能性、支払能

力等の点から判断しております。
上述の見積り及び仮定において、将来の予測不能な事業環境の著しい悪化等により見積りに用いた仮定が変化し、貸付先の経

営成績及び財政状態がさらに悪化した場合、貸倒引当金の設定により翌事業年度において損失が発生する可能性があります。
3. 固定資産の減損

当事業年度の貸借対照表の資産の部、固定資産に有形固定資産3,887,088千円及び無形固定資産269,653千円を計上しており
ます。

識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報 は「連結注記表　会計上の見積りに関する注記　2.固定資産の
減損」に同一の内容を記載しておりますので、注記を省略しております。
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２. 有形固定資産の減価償却累計額 1,578,488千円

受取手形 84,801千円
支払手形 －千円

台灣樂地建築室內裝修股份有限公司（２千万台湾ドル） 83,062千円

短期金銭債権 833,924千円
短期金銭債務 469,442千円

売上高 215,451千円
仕入高 1,914,791千円
販売費及び一般管理費 129,957千円
営業取引以外の取引高

３. 売上原価に含まれている受注損失引当金繰入額
89,993千円

329千円

売上原価 18,504千円

株 式 の 種 類 当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当 事 業 年 度 末 株 式 数

普 通 株 式 119,749 21 － 119,770

合 計 119,749 21 － 119,770

貸借対照表に関する注記
１. 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

３. 当事業年度の末日は金融機関が休業日でありましたが、当事業年度末日満期手形については満期日に決済が行われたものとして
処理しております。
なお、当事業年度末日満期手形は次のとおりであります。

４. 保証債務
関係会社の現地金融機関からの借入債務のために、当社の依頼により金融機関が発行したスタンドバイL/Cに係る債務保証残高

５. 関係会社に対する金銭債権債務(区分表示したものを除く)

損益計算書に関する注記
１. 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
２. 関係会社との取引高

４. 通常の販売目的で保有するたな卸資産の収益性の低下による簿価切下額

株主資本等変動計算書に関する注記
１. 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
２. 自己株式の種類及び株式数に関する事項

(単位：株)

（注）普通株式の自己株式の株式数増加は、自己株式の取得による増加21株であります。
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繰延税金資産
未払事業所税 3,877千円
賞与引当金 912千円
未払費用 128千円
たな卸資産評価損 39,272千円
貸倒引当金 198,801千円
受注損失引当金 100千円
債務保証損失引当金 25,433千円
貸付金利息 351千円
未払事業税 13,320千円
会員権評価損 45,910千円
投資有価証券評価損 28,424千円
関係会社株式 54,037千円
関係会社出資金 36,218千円
繰延消費税額等 0千円
減価償却の超過額 5,788千円
繰越欠損金 3,733千円

繰延税金資産小計 456,312千円
評価性引当額 △385,196千円
繰延税金資産合計 71,116千円
繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 △211,283千円
繰延税金負債合計 △211,283千円
繰延税金資産（負債）の純額 △140,166千円

税効果会計に関する注記
　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

（注）　記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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種類 会社等
の名称

議決権等の所有
（被所有）割合

関連当事者
との関係

取引の
内容

取引
金額 科目 期末

残高

子 会 社 マッハ機器㈱ 所有
直接100%

電気フライヤーの購入
資金の援助
役員の兼任

貸付金返済
利息の受取
（注１）

30,000
7,897

関係会社短期
貸付金
関係会社長期
貸付金

30,000

312,500

子 会 社 墨東建材工業
㈱

所有
直接100%

建築資材の購入
資金の援助
役員の兼任

資金の貸付
貸付金返済
利息の受取
（注１）

160,000
55,935
8,389

関係会社短期
貸付金
関係会社長期
貸付金

85,935

463,193

子 会 社 ㈱ ハイブリッ
ドラボ

所有
直接100%

商品・製品の購入
資金の援助
役員の兼任

資金の貸付
利息の受取
（注１）

240,000
743 関係会社長期

貸付金 300,000

子 会 社
LUCKLAND 
ASIA
PTE.LTD.

所有
直接100%

工事用資材の輸出
資金の援助
役員の兼任

資金の貸付
利息の受取
（注１）

125,359
1,472

関係会社短期
貸付金
関係会社長期
貸付金
（注２）

125,459

119,210

子 会 社
LUCKLAND
(CAMBODIA) 
Co.Ltd.

所有
直接0%
間接100%

資金の援助
役員の兼任 貸付金返済 517

関係会社短期
貸付金
関係会社長期
貸付金
立替金
（注３）

3,450

6,901

3,190

子 会 社
LUCKLAND
(THAILAND)
CO.,LTD.

所有
直接49%
間接24.99%

工事用資材の輸出
資金の援助
役員の兼任

利息の受取
（注１）

2,862

関係会社短期
貸付金
関係会社長期
貸付金
（注４）

41,160

272,342

子 会 社

LUCKLAND
HOLDINGS
(THAILAND)
CO., LTD.

所有
直接49%

資金の援助
役員の兼任 － －

関係会社長期
貸付金
未収収益
（注５）

72.030

2,172

子 会 社
LUCKLAND
VIET NAM
CO., LTD.

所有
直接100%

設計監理業務の委託
資金の援助
役員の兼任

利息の受取
（注１）

455 関係会社長期
貸付金
（注６）

86,265

企業結合等関係に関する注記
　連結計算書類の「連結注記表　企業結合等関係に関する注記」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。

関連当事者との取引に関する注記
子会社及び関連会社等

（単位：千円）
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種類 会社等
の名称

議決権等の所有
（被所有）割合

関連当事者
との関係

取引の
内容

取引
金額 科目 期末

残高

子 会 社

PT.LUCKLAN
D
CONSTRUCTI
ON
INDONESIA

所有
直接0%
間接67%

工事用資材の輸出
出向社員給与等の立替
人的支援
資金の援助
役員の兼任

－ －

売掛金
立替金
未収入金
関係会社長期
貸付金
未収収益
（注７）

245
26,741
14,488
34,062

1,265

子 会 社
台灣樂地建築
室內裝修股份
有限公司

所有
直接100%

債務保証
役員の兼任

債務保証
（注８）

83,062 － －

１. １株当たり純資産額 851円99銭
２. １株当たり当期純損失 △38円56銭

（注）１. 資金の貸付については、市場金利等を勘案し、利率を合理的に決定しております。
２. LUCKLAND ASIA PTE.LTD.への関係会社短期貸付金に対し、76,635千円の貸倒引当金を計上しております。
３. LUCKLAND(CAMBODIA) Co.Ltd.への関係会社短期貸付金及び関係会社長期貸付金、立替金に対し13,542千円の貸倒

引当金を計上しております。
４. LUCKLAND (THAILAND)CO.,LTD.への関係会社短期貸付金及び関係会社長期貸付金に対し272,342千円の貸倒引当金

を計上しております。
５. LUCKLAND HOLDINGS(THAILAND) CO., LTD.への関係会社長期貸付金及び未収収益に対し、74,202千円の貸倒引当

金を計上しております。
６. LUCKLAND VIET NAM CO., LTD.への関係会社長期貸付金に対し、86,265千円の貸倒引当金を計上しております。
７. PT. LUCKLAND CONSTRUCTION INDONESIAへの上記債権に対し、76,626千円の貸倒引当金を計上しております。
８. 台灣樂地建築室內裝修股份有限公司の現地金融機関に対する借入債務のため、当社の依頼により金融機関がスタンドバイ

L/Cを発行しております。なお、取引残高には、現地金融機関からの借入金残高を記載しております。また、このスタン
ドバイL/Cに係る債務保証に対して、被保証先の財政状態等を勘案し、債務保証損失引当金を83,062千円計上しており
ます。

９. 取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。

１株当たり情報に関する注記

重要な後発事象に関する注記
該当事項はありません。
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